
上越市消防団規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年３月２９日 

                          上越市長  中 川 幹 太 

 

上越市規則第２３号 

上越市消防団規則の一部を改正する規則 

上越市消防団規則（昭和４７年上越市規則第２５号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「ラッパ隊」の次に「、女性消防部」を加える。 

第６条の２を第６条の３とし、第６条の次に次の１条を加える。 

（女性消防部長等） 

第６条の２ 女性消防部に女性消防部長を、消防隊に消防隊部長を置く。 

２ 女性消防部長及び消防隊部長の事務は、市長が別に定める。 

 別表第１谷浜の部高住の項を次のように改める。 

谷浜南 

高住 中桑取 西戸野花立 西横山 小池 西山寺 下綱子 

土口 増沢 横畑 皆口 西谷内 北谷 大渕 東吉尾 

西吉尾 

 別表第１谷浜の部桑取の項を削り、同表第１大島第二の部第一の項を次のように改める。 

第一 
大島区大島 中野 棚岡 三竹沢 熊田 仁上 石橋 菖蒲

東 菖蒲西 牛ケ鼻 西沢 

 別表第１大島第二の部第二の項及び第三の項を削り、同表第１牧南の部を次のように改め

る。 

牧南 

第一 牧区柳島 東松ノ木 岩神 高尾 田島 下昆子 

第二 
牧区上昆子 下湯谷 桜滝 棚広 棚広新田 宇津俣 原 

倉下 上牧 府殿  

 別表第１牧北の部を次のように改める。 

牧北 

第一 
牧区荒井 落田 樫谷 東荒井 宮口 山口 池舟 小川 

雨露 国川 

第二 
牧区切光 今清水 泉 片町 高谷 大月 坪山 平方 川

井沢 神谷 平山 七森 

 別表第１下黒川の部に次のように加える。 

黒川 

柿崎区高畑 水野 下牧 岩野 米山寺 岩手 下灰庭新田 

芋島 松留 上中山 猿毛 城腰 東横山 南黒岩 北黒 

岩 

 別表第１米山の部を削り、同表第１東大潟の部潟町の項を次のように改める。 

東第一 
大潟区潟町１区 潟町２区 潟町３区 潟町４区 潟町５区 

四ツ屋浜 

 別表第１東大潟の部四ツ屋浜の項を削り、同表第１南大潟の部西の項を次のように改める。 



南大潟 
大潟区蜘ケ池 潟田 岩野古新田 長崎 潟端１区 潟端２

区 内雁子 

 別表第１南大潟の部東の項を削り、同表第１源東田中の部源の項を次のように改める。 

源東田中 

吉川区川谷 石谷 名木山 村屋 大賀 稲古 山中 米山 

大岩 川袋 尾神 高沢入 坪野 国田 福平・長坂 道 

之下 東田中 入河沢 河沢 

 別表第１源東田中の部東田中の項を削り、同表第１名立北の部第一の項を次のように改め

る。 

第一 

名立区小泊第１ 小泊第２ 小泊第３ 小泊第４ 小泊第５

小泊第６ 新町 仲町 川端 新井町 横町山 横町川 

横町上 旭団地 坪山 赤野俣 岩屋堂 

 別表第１名立北の部第二の項を削る。 

 別表第２部長の項の次に次のように加える。 

女性消防部長 部長 

消防隊部長 部長 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


